
 

 
 

支払基金統一事例 

【 検査 】 

 

１５９ インフルエンザウイルス抗原定性の算定について 

 

《令和６年５月３１日》 

 

○ 取扱い 

 

インフルエンザの診断確定後に対するＤ012「22」インフルエンザウイルス

抗原定性の算定は、原則として認められない。 

 

○ 取扱いを作成した根拠等 

 

インフルエンザは、潜伏期間が短く感染力が強いため，迅速な対応が必要で

ある。インフルエンザウイルス抗原の検査を迅速に実施して診断することに

より、速やかに抗インフルエンザ薬治療の要否を決定することが肝要である。 

また、インフルエンザウイルス抗原定性は、厚生労働省通知※において、「発

症後 48 時間以内に実施した場合に限り算定することができる。」旨示されて

いる。インフルエンザの診断が確定した後の再検査は臨床的に必要性はない。 

以上のことから、インフルエンザの診断確定後に対するＤ012「22」インフ

ルエンザウイルス抗原定性の算定は、原則として認められないと判断した。 

 

 

（※）診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について 
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